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早期からの知財教育の必要性
• 幼少期は誰しもが創意工夫に溢れている。それを失わせな
い。知財創出者（作家，芸術家，発明家），新規事
業提案者，創業者，イノベーターとしての世の中の牽引役
をより多く世の中に。

• 尊重しあう心，モラル感の醸成のためには幼少期から段階
的に進める必要。

学びのためには真似をしても良い。創意工夫のためにもむし
ろ推奨。参考にしたことを明示することが知財教育の一歩。
知財の知識は段階的に。
知財教育は平成29年3月公示の新学習指導要領のポイ
ント「何のために学ぶのか」「アクティブ・ラーニング」に合致する
ものであり，理科離れを低減するものとなる。



発達段階に応じた体系的な知財教育

※日本知財学会知財教育分科会編集委員会編「知財教育の実践と理論」より

小学校低学年 小学校高学年 中学校 高等学校・普通教育 高等学校・専門教育
孵卵期

「楽しむ」から「気づく」
誕生期

「気づく」から「知る」
成長期

「知る」から「わかる」
a:知財を意識した
創造的思考

a2：情報を収集・分析し、多様
なアイデアを思考できる

a3：知財の知識をもとに多用な
アイデアを適切に評価できる

a4:知財の知識をもとに多用なア
イデアを具体化できる

b:知財を意識した
創造的技能（産業財産権）

b2:発想したアイデアを論理的に
表現ができる

b３:発想したアイデアを論理的か
つ明確に表現ができる

b4:発想したアイデアを形式に沿っ
て適切に表現できる

c:知財を意識した
創造的技能（著作権）

c1:自分と他者の著作物を区別
できる

c2:必要に応じて適切に引用する
ことができ，使用許諾の必要性が
わかる

c3:適切な引用と共に，必要に
応じて使用許諾ができる

d:知財を意識した
創造的活動への意欲

d2：意欲を持って協同しての創
造的な活動ができる

d3：意欲を持って社会と関わった
創造的な活動ができる

d4:知財を活用し，社会と関わっ
た創造的な活動ができる

e:知財制度の知識
(知財全体)

e1:著作物やアイデアを大切にす
ることの重要性に気づく

e2:知財の考え方を知る e3:知財制度の概要がわかる e4:知財制度の基礎的知識を活
用できる

e5:知財制度の専門的知識を活
用できる

f:知財制度の知識
(産業財産権)

f1：著名な発明家・発明を知る f2：特許の考え方を知る f3：産業の発展と産業財産権の
関係がわかる

f4：産業財産権の基礎的知識
を活用できる

f5:産業財産権の専門的知識を
活用できる

g:知財制度の知識
(著作権)

g1：著作権の考え方や注意事
項を知る

g2：自分や他者の著作権と著作
物利用の判断基準がわかる

h:知財を尊重する
倫理観

h1:友達の作品やアイデアを大切
にする気持ちが持てる

h2:身の回りの知財を尊重する気
持ちが持てる

h3:知財の知識をもとに知財を尊
重する気持ちが持てる

i:知財に対する
配慮・行動

i1:創造的な活動の中で友達の
作品やアイデアを大切にできる

i2:創造的な活動の中で著作権
に配慮できる

i3：創造的な活動の中で知財に
配慮できる

学校段階

知財教育の段階 充実期
「わかる」から「できる」

知
財
を
意
識
し
た

創
造
性

a1:課題に対し、多様なアイデアを発想できる

b1:発想したアイデアを図と文章で適切に表現ができる

c4:使用許諾や契約などの手続きを適切に判断・処理できる

d1:意欲を持って創造的な活動ができる

知
財
に
関
す
る

知
識
・
理
解 g3:著作権法の要点を理解し，活用できる

知
財
を
尊
重
す
る

態
度

h5:知財を尊重・保護する高い倫理観を持ち，他者にも説明ができ
る

i4:創造的な活動の中で知財を尊重・保護すると共に，適切な判断・
処理ができる





算数／数学，理科の記載例
• 小学校２年算数（新）

• …計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。
• 小学校６年理科（新）

• 人は，環境と関わり，工夫して生活していること。
• 高校数学（現行）

• …，事象を数学的に考察し表現する能力を高め，創造性の基
礎を培うとともに，…

• いろいろな関数について，工夫して不定積分や定積分を求めるこ
と。

• 高校理科（現行）
• 科学に関する課題を設定し，観察，実験などを通して研究を行
い，科学的に探究する能力と態度を育てるとともに，創造性の基
礎を培う。





求められる知財教育
（コンソーシアムに期待すること）

• 著作・産業財産両面での広い意味の知財教育（創
造性，知識・理解，尊重する態度）の底上げ

• 出る杭の受け皿づくり


